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Ⅰ．はじめに                             

 
急速な高齢化と少子化が同時進行し、現在、我が国は人口減少社会という、かつ

て経験したことのない大きな変動期を迎えようとしている。 
 こうした中で、活力のある社会を築くためには、一人一人がその個性と能力を発

揮し、自由に社会活動に参画し、自己実現を図っていけるような環境整備を行って

いくことが必要となる。 
 要介護者や身体障害者等、単独では公共交通機関を利用することが困難な移動制

約者にドア・ツー・ドアの移動を提供するＳＴＳ（スペシャル・トランスポート・

サービス）は、こうした高齢者や障害者が様々な生き方を主体的に選択し、社会活

動に参画する上で極めて重要なサービスであり、ＳＴＳを普及促進することは、緊

急性の高い政策課題である。 
しかしながら、福祉タクシーをはじめとする既存の運送主体による輸送のみでは、

急増する需要に十分に対応することが困難であるのが実情であり、運送主体の多様

化も含めた議論が求められている。 
このため、国土交通省では、現在、既にＮＰＯ等により提供されつつあるＳＴＳ

に係る有償運送について、これを利用者にとって安全・安心なサービスとして普及

させることを目的に、「ＮＰＯ等によるボランティア有償運送検討小委員会」を設置

し、新たな仕組みについて検討してきたところであり、この報告書はその検討結果

をまとめたものである。 
 
 

Ⅱ．本小委員会について                           

 

１．背景 

 
本格的な高齢化社会の到来を迎え、要介護者や身体障害者等、単独では公共交通

機関を利用することが困難な移動制約者にドア・ツー・ドアの移動を提供するＳＴ

Ｓについての需要が昨今急増している。 
ＳＴＳについては、平成１２年１１月に施行された交通バリアフリー法の附帯決

議や平成１４年２月に施行された改正道路運送法の附帯決議において、その導入・

充実を図ることが盛り込まれているところであり、このうち、交通バリアフリー法

については、施行後５年目の見直し時期を迎えている。さらに、平成１７年７月に

国土交通省で策定したユニバーサルデザイン政策大綱1においても、ＳＴＳの提供を

                                            
1
国土交通省では、「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインの考

え方を踏まえ、今後、身体的状況、年齢、国籍などを問わず、可能な限り全ての人が、人格と個性

を尊重され、自由に社会に参画し、いきいきと安全で豊かに暮らせるよう、生活環境や連続した移

動環境をハード・ソフトの両面から継続して整備・改善していくという理念に基づき国土交通行政

を推進するため、平成１７年７月にユニバーサルデザイン政策大綱」を策定・公表した。

（http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/01/010711_.html 参照） 
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促進することが盛り込まれており、ＳＴＳの促進は緊急性の高い政策課題となって

いる。 
一方で、福祉タクシーの導入台数は、平成１２年の介護保険制度の導入以降堅調

に増加しつつあるものの、約６，３００台にとどまっており、急増するニーズに十

分対応することは難しい状況である。 
また、ＮＰＯ等によるボランティア福祉有償輸送については、平成１６年３月に、

福祉車両を使用するものについては制度化がなされ、さらに、セダン型車両を使用

するものについては、構造改革特別区域の認定を受けた地域であれば可能となった

が、許可を受けているＮＰＯ等の団体数は９０にとどまっている（平成１７年７月

末現在）。 
このため、急増する需要に対応するためには、ＳＴＳの一層の促進が求められて

いる。 
    

２．小委員会の目的 

 

こうした中で、平成１７年８月にＮＰＯ等によるボランティア福祉有償運送のセ

ダン型特区の全国展開について構造改革特区評価委員会が開催された。そこでの議

論の結果、国土交通省において、関係者等からのヒアリングや実態調査を行い、セ

ダン型のみならず、福祉車両も含めたボランティア福祉有償運送の仕組み全体につ

いて今一度検討し、同年１２月に開催される同評価委員会にその結果を報告するこ

ととなった。 

このため、今般、自動車交通局長の私的懇談会として「地域住民との協働による

地域交通のあり方に関する懇談会」を設置し、その下に「ＮＰＯ等によるボランテ

ィア福祉有償運送検討小委員会」を置き、学識経験者、移送サービスを行っている

ＮＰＯ団体、福祉タクシー事業者、消費者代表等の関係者間で議論・検討を行い、

新たなボランティア福祉有償運送の仕組み作りに資することとした。 

 
３．問題意識 

 
本格的な高齢化社会の到来に対応するため、特区制度で弾みのついたＮＰＯ等に

よるボランティア福祉有償運送を、安全・安心なサービスとして安定的に普及させ

ることが必要である。 
その際、ＮＰＯ等によるボランティア福祉有償運送は、タクシー等の公共交通機

関によっては、移動制約者等の十分な輸送サービスが確保できない場合に、それを

補完するものとしての役割が期待されているものである。 
このため、タクシー事業者と移送サービスを行っているＮＰＯ等が共存して、急

増する需要に十分対応し、利用者利便に資する仕組みが求められる。 
 

４．検討課題 

 
  上記のような問題意識に基づき、本小委員会では、セダン型車両への使用車両の

拡大を視野に入れ、主に以下の検討課題について議論し、ＮＰＯ等による福祉有償
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運送の新たな仕組みについて検討することとした。 
 
（１）安全の確保措置のあり方 

 運転者に必要な要件、運行管理等の体制等の現行制度の要件の検証 
 セダン車両まで使用車両を拡大する場合に、追加的に求められる要件 
 安全確保の措置状況のチェックのあり方 等 

 
（２）利用者保護のあり方 

 白タク行為の予防措置 
 損害賠償措置 
 事故発生時の対応 
 苦情対応 等 

 
（３）タクシー事業者との共存のあり方 

 タクシー事業との制度的整合性の確保 等 
 
５．検討経過 

 

 以上を踏まえた実際の検討経過は、以下の通りである。 

 

９月２１日 福祉輸送の現状と課題 

１０月１３日 運営協議会についての現状及び課題 

必要とされる安全確保方策について 

１１月１５日 論点の整理について 

１２月６日 検討報告書（素案）について 
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Ⅲ．現行制度の概要                         

 
１．現状認識 
 

ＮＰＯ等によるボランティア福祉有償運送については、平成１６年３月に厚生労

働省老健局振興課と国土交通省自動車交通局旅客課において「中間整理案」を公表

し、それへのパブリックコメントを踏まえて「介護輸送に係る法的取扱いについて」

が発出されているところである。 
  この「中間整理」では、以下のように現状認識を整理しており、これが現行制度

の出発点となっている。 
 

 

－ 現在、要介護者等であって公共交通機関を利用することが困難な移動制約者に係るＳＴＳ（ス

ペシャル・トランスポート・サービス。要介護者、身体障害者等であって公共交通機関を利用

することが困難な移動制約者を対象に、必要な介助等を連続して、又は一体として行われる個

別的な輸送サービスをいう。）による移動が、タクシー等の公共交通機関のみによっては、必ず

しも十分に提供されていない状況にあること、 

－ 一方、これらの移動制約者に係るＳＴＳによる移動の提供に要する費用の社会的な負担のあ

り方については、いまだ社会的に議論が成熟していない状況にあること。公的介護保険制度に

おいても、ＳＴＳに係る運賃については、原則として介護報酬の評価の対象としていないこと、

－ こうした状況において、これらの移動制約者に係るＳＴＳによる移動がタクシー事業者等の

ほか、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、ボランティア等多様な担い手によって

現に提供されている状況にあること、 

 

を十分認識しつつ、それゆえ、 

 

－ これらの移動制約者に係るＳＴＳによる輸送サービスが適切に提供されるため、現に提供さ

れている輸送サービス、特に介護サービス事業者が介護保険サービスと連続して、又は一体と

して行う要介護者等の輸送サービスについて、その実態を十分踏まえつつ、法的な位置付けの

明確化を早急に図る必要があり、 

－ その際、タクシー事業者等以外の担い手による輸送サービスについては、輸送中の旅客の安

全確保、利用者の保護等の観点から“安全で安心して利用できるＳＴＳ”を目指すとともに、

その方策については、現に行われているＳＴＳを過度に萎縮させ、利用者利便に影響すること

がないよう配慮していく必要がある、 

 

との視点に立ち、今後、別紙方針に沿って検討作業を行い、具体的な結論を得たものから逐次実

施するものとする。 
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２．「介護輸送に係る法的取扱いについて」に基づく制度的整理 
 
  以上の現状認識に基づいて厚生労働省と国土交通省の間で道路運送法と介護保険

法の適用関係を整理したものが「介護輸送に係る法的取扱いについて」（平成１６年 
３月）である。  

 
《図１》「介護輸送における法的取扱い」の整理 

１．介護移送

利用者自宅 移送 病院等

営利事業者
3,574者

指定訪問介護事業者
約26,000者

NPO等（非営利）
約3,000団体

事業者数

営利事業者
法4条または法43条許可

ＮＰＯ等（非営利）
法80条許可も可

現 状

２．ヘルパーの持ち込み車両

利用者自宅

移送
病院等

営利事業者
385事業者

事業者数

営利事業者
法80条ぶらさがり

｛法4条又は43条事業者
（介護事業者）

が一括して手続き）｝

現 状

訪問 ヘルパー自宅

３．施設送迎

利用者自宅
移送

介護報酬請求事業者
約30,400団体

指定事業者
約38,000団体

事業者数

自家輸送として整理

現 状

通所介護施設等

１．介護移送

利用者自宅 移送 病院等

営利事業者
3,574者

指定訪問介護事業者
約26,000者

NPO等（非営利）
約3,000団体

事業者数

営利事業者
法4条または法43条許可

ＮＰＯ等（非営利）
法80条許可も可

現 状

２．ヘルパーの持ち込み車両

利用者自宅

移送
病院等

営利事業者
385事業者

事業者数

営利事業者
法80条ぶらさがり

｛法4条又は43条事業者
（介護事業者）

が一括して手続き）｝

現 状

訪問 ヘルパー自宅

３．施設送迎

利用者自宅
移送

介護報酬請求事業者
約30,400団体

指定事業者
約38,000団体

事業者数

自家輸送として整理

現 状

通所介護施設等

 

（１） 訪問介護 
① 訪問介護事業者等が行う要介護者等の輸送については、道路運送法の事業許可（一

般又は特定）によることを原則とする。 
② ＮＰＯ等の非営利法人は、一定の手続き、条件の下で、自家用自動車の有償運送許

可によることができる。 
③ 訪問介護員等が自己の車両で要介護者等を有償で運送する場合についても、自家用

自動車の有償運送許可によることができる。 
④ 一定の準備期間の後、訪問介護サービス等に連続して移送を行う場合は、道路運送

法上の許可を求めることとし、無許可で輸送を行う事業者については、介護報酬の

対象としないものとする。 
 
（２） 施設介護 

 施設介護事業者が行う要介護者等の送迎輸送については、自家輸送であることを明

確化するとともに、輸送安全の向上の観点から、運行管理体制の確保、送迎輸送の外

部委託化等を促進する。 
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３．現行制度の概要 

 
（１）福祉有償運送に係る制度（２４０号通達） 
 

 以上のような「中間整理」、「介護輸送に係る法的取扱い」を経て、「福祉有償運

送及び過疎地有償運送に係る道路運送法第８０条第１項による許可の取扱いにつ

いて」（平成１６年３月１６日 国自旅第２４０号。以下「２４０号通達」という。）

が制定された。２４０号通達は、市町村等の主宰する運営協議会で協議の調った

場合に、道路運送法８０条１項に基づく自家用自動車の有償輸送の許可を行うこ

とを可能とし、ＮＰＯ等による福祉有償運送を合法的に行う道を開いた画期的な

ものである。 

 道路運送法第８０条第１項の本来の趣旨は、タクシー等の営業類似行為（いわ

ゆる白タク行為等）を排除し、利用者を保護することにある。このため、同条で

は、一般的に自家用自動車による有償運送を禁止した上で、災害時や公共の福祉

を確保するためやむを得ない場合に限ってそれを認めるという極めて例外的な許

可制度となっている。 
 したがって、ＮＰＯ等による福祉有償運送についても、この「公共の福祉を確

保するためやむを得ない場合」とみなされる範囲として、当該地域内の輸送の現

状に照らしタクシー等の公共交通機関によっては、移動制約者のニーズ充足され

ないものであることが必要としている。 
 
 また、使用する車両については、福祉車両（リフト等の特殊な設備又はリフト

アップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車（軽自動車を含

む。）に限定した上で、さらに、こうした移送主体がセダン型等の一般車両を使用

するときについても、構造改革特別区域の認定を受けている場合に限り認めるこ

ととしている。 
  
そのほか、輸送の安全と利用者利便を確保するために必要最小限の措置を求め

ており、①運転者は普通二種免許の取得を基本とするが、これにより難い場合は、

一定の要件を満たす場合には普通一種免許でも可とする、②運行管理の責任者の

選任は必要だが、国家資格を有する運行管理者の選任までは求めない、③許可取

得後に法令違反等があっても行政処分が課されない、など、タクシー事業者等の

旅客自動車運送事業者よりも格段に配慮された制度となっている。これは、「中間

整理」において「“安全で安心して利用できるＳＴＳ”を目指すとともに、その方

道路運送法（抄） 
第八十条 自家用自動車は、有償で運送のように供してはならない。ただし、災害のた

め緊急を要するとき、又は公共の福祉を確保するためやむを得ない場合であつて国土

交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。 
２・３ 略 
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策については、現に行われているＳＴＳを過度に萎縮させ、利用者利便に影響す

ることがないよう配慮していく必要がある」とされたのを受けたものである。 
 

《図２》２４０号通達の概要 
 

【ＮＰＯ等の行う福祉有償運送の許可要件の概要（道路運送法第８０条許可）】 

 
運送の必要性、条件等を協議するために各地域ごとに設置。地方公共団体が主催し、市町村

単位、複数市町村の共催、都道府県単位等。 
構成メンバーは、地方公共団体（主宰者）、地方運輸局、関係交通機関の代表、ＮＰＯ等の

代表、利用者代表、等。 

 リフト、スロープの特殊な設備または回転とシート・リフトアップシートなど乗降を容

易にするための装置を設けた自動車。（軽自動車を含む。）セダン型等の一般車両につい

ては、構造改革特区の認定を受けている場合に限り許可の対象とする。 

（１）運営協議会 

（４）使用車両 

ＮＰＯ法人、社会福祉法人、医療法人、公益法人等の非営利法人が対象。（法人組織でない

任意団体、個人は対象としない。） 

（２）運送主体 

 普通第二種免許を有することを基本とするが、これによりがたい場合は、一定期間運転免

許停止処分のないこと、安全運転 ・乗降介助等に関する講習の受講等十分な能力及び経験

を有していると認められること。  

 タクシーの上限運賃の概ね２分の１以下を目安として地域の特性等を勘案して設定 

（５）運転者の要件 

（７）運送の対価 

 要介護者、要支援者、精神障害者、身体障害者、知的障害者等で単独では公共交通機関の

利用が困難な移動制約者であってあらかじめ会員登録した者。 

（３）運送の対象 

・損害賠償措置：対人８，０００万円、対物２００万円以上の任意保険に加入 
・運行管理体制：運行管理責任者が選任されていること。点呼、報告、指示、記録等の指揮・ 
         命令系統が確立されていること。 
・指導監督体制：運転者に対する事故防止、安全確保について必要な研修を行う計画がある

        こと。 
・事故発生時の対応：緊急の連絡体制が整備され、責任者が明確になっていること。 
・苦情処理体制：利用者からの苦情に対し、適切に対処、記録され、責任者が明確になって 
        いること。 

（６）その他の安全確保措置 

 
 
（２）福祉タクシー事業に係る制度（２４１号通達） 
 

 さらに、２４０号通達と同時にもっぱら移動制約者を含む患者等の輸送サービ

スを行うことを条件としたタクシー事業者（「患者等限定タクシー事業者」という）
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に係る許可等についても、従来よりも一層規制の弾力化を行った。 
 具体的には、「患者等の輸送サービスを行うことを条件とした一般乗用旅客自動

車運送事業の許可等の取扱いについて」（平成１６年３月１６日。国自旅第２４１

号。以下「２４１号通達」という。）を発出し、それまでは使用車両を福祉車両に

限定して許可を行ってきたが、今後は介護福祉もしくは訪問介護員若しくは居宅

介護従事者の資格を有する又は社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア

輸送サービス従事者研修を修了した者が乗務する場合には、セダン型等の一般車

両による輸送サービスも可能とすることとした。 
 

《図３》患者等限定タクシーの許可 

 【患者等輸送限定許可に係る弾力化の概要】 

 

①．営業区域 ・・・・・・・ 都道府県単位 
②．最低車両数 ・・・・・ １両 
③．標準処理期間 ・・・ ２ヶ月      

（３）許可の処理方針 

①．介護保険サービスに連続する輸送については、原則、原価計算書の提出を不要。 
②．その他の輸送については、以下のような運賃の設定も可能。また、審査基準の弾力

化を図るとともに標準処理期間も早期処理を実施。 
   例）  ・ 距離制、時間制をベースにした割引運賃 
       ・ 一定の幅で運賃認可を受け、サービス内容に応じ運賃収受 
       ・ 時間制運賃の細分化（１５分等） 
       ・ 一定の輸送範囲における定額運賃設定              等 

（４）運 賃 

①．要介護者、要支援者（介護保険法） 
②．身体障害者（身体障害者福祉法） 
③．①・②の他独立した歩行が困難な者 

①．リフト付き等の特種車両        
②．回転シート、リフトアップシート車両  
③．セダン型車両の場合にあっては、訪問介護員、ケア輸送士等の資格を有する者が

乗務する自動車 

（１）対象旅客 

（２）使用車両 

 
 
 こうした一連の措置によって、ＮＰＯ等が福祉有償運送を行おうとする場合、

２４０号通達によって道路運送法第８０条第１項に基づく許可を得ることが可能

となり、また、２４１号通達により、患者等限定タクシーの事業許可を得ること

も容易となった。 
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Ⅳ．見直しに当たっての基本的な考え方の整理                 

 
１．「中間整理」における現状認識の再確認 
  
 先述の「中間整理」が出された平成１６年３月から１年９ヶ月経過し、その間、

ＮＰＯ等によるボランティア福祉有償運送については、４８の地域で運営協議会が

設立され、９０の団体が道路運送法第８０条第１項に基づく自家用有償運送の許可

を取得しており、このうち４１の団体がセダン特区における許可となっている（平

成１７年７月３１日現在）。こうした進展を踏まえ、本小委員会で新たな仕組みを検

討するに当たって、現状認識について再度確認してみることとした。 
 
 まず、ＳＴＳへのニーズの面については、現在、介護保険法の要介護認定を受け

ている人（要支援者を含む。）は全国に４００万人以上、また、身体障害者等につい

ても、約３７０万人となっている（図４）。今後高齢化が進む中で、２０１４年には、

国民のほぼ４分の１が６５歳以上の高齢者となると推計されており（図５）、移動制

約者の社会参加の意欲の高まりと相まって、ＳＴＳへの需要は益々高まるものと考

えられる。 
なお、スウェーデンのストックホルムでは、市が実施した調査に基づいてＳＴＳ

の対象となる移動制約者を人口の約５％としていることから、我が国においても各

地で同程度のニーズがあるとの推測がなされることが多い。しかしながら、ＳＴＳ

へのニーズについては、都市構造や人口構成の相違といった地域の実情に応じて異

なるものであるため、今後は都市ごと、地域ごとの詳細なニーズ調査が必要である。 
 

《図４》身体障害者・要介護者数の推移 
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※ １ 出典「身体障害児・者実態調査」厚生労働省 

※ ２ 身体障害者数については、５年ごとの調査であり、平成１２年度が最も新しいデータ。 
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《図５》高齢者人口の将来予測 
 人 口 の 将 来 推 計

126,926
127,635

127,473 124,107 117,580 109,338
100,593

22,041 24,722 28,735 34,559 34,770 36,332 35,863

17.4% 19.4%
22.4%

27.4% 28.7%
31.6% 33.1%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

H12 H16 H22(2010) H32(2020) H42(2030) H52(2040) H62(2050)

（千人）

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

（％）

総人口 65歳以上の人口 全人口に占める65歳以上の割合

国立社会保障・人口問題研究所：日本の将来推計人口（平成１４年１月推計）より。
 

 
 一方、タクシー事業者による福祉タクシーについても、患者等輸送限定タクシー

に係る規制の弾力化等により着実に増加をしており、約３，６００事業者により約

６，３００台の福祉タクシーが運行している（図６）。また、ヘルパー資格を所有し

ているタクシードライバーも既に８，５００人以上いる（図７）。  
しかしながら、上記のような需要に十分応えるにはまだ絶対的な車両数が不足し

ているだけでなく、ＳＴＳを必要としている利用者の居住地域に福祉タクシーがな

いという地域的な需給のミスマッチ等もあり、地域によっては必ずしも十分にサー

ビス提供がなされているとは言いがたいのが実情である。 
 

《図６》福祉タクシー事業者・車両数の推移 
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《図７》タクシー運転者によるヘルパー資格所得者数 
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  こうした中で、ＮＰＯ等により、移動制約者に係るＳＴＳが実際に提供されてい

る状況にあり、全国で２，０００を超える団体が既にＳＴＳに係る輸送サービスを

実施していると言われている（表１）。 
 

《表１》移送サービス実施団体数（推定） 
Ｈ１３．３．３１現在 

団体数 車両数 
市民団体 社会福祉法人 その他 ２，３４０ 
１，０９９ １，１７３ ６８ 

３，５００ 

出典：東京ハンディキャブ連絡会調査 

 

 なお、「中間整理」の現状認識にもあるとおり、ＳＴＳによる移動の提供に要する

費用については、地方公共団体が福祉政策の一環として福祉タクシー券を発行して

いる場合もあるが、タクシー事業者が公共交通機関としての使命感から身体障害者

割引を実施することで自ら負担しているほか、ボランティア活動や公益法人による

ＮＰＯ等への福祉車両の寄贈などで賄われており、その社会的負担のあり方は依然

として不明確なままとなっている。 

 

 以上のことから、「中間整理」の際の現状認識については、現時点においても基本

的に変化しておらず、今後のＮＰＯ等による福祉有償運送について検討するに当た

っても、この現状認識から出発することとする。 

 

２．基本的な概念整理 

 

このような現状認識を踏まえた上で、今後のＳＴＳによる輸送サービスの仕組みを
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検討するに当たっては、本格的な高齢化社会の到来に対応するため、いかにＮＰＯ等

による福祉有償運送を利用者にとって安全・安心なものとして普及させるかが重要で

ある。 
そこで、まずはここで対象としているＳＴＳ、使用車両、ＮＰＯ等による福祉有償

運送が必要である場合の考え方、ＳＴＳの提供者、安全で安心して利用できるＳＴＳ

の普及のために必要な措置、についての基本的な概念整理・考え方を整理することと

する。 
 

（１）ＳＴＳについて 

 

「中間整理」の考え方を踏襲し、「要介護者等であって単独では公共交通機関

を利用することが困難な移動制約者を対象に、必要な介護等と連続して、又は

一体として行われる個別的な輸送サービス」をＳＴＳの定義とすることとする。 

 

（２）使用車両の範囲について 

 

現行の道路運送法では、他人の需要に応じて、有償で、自動車を使用して旅

客を運送する場合は、利用者の身体的な要請にかかわらず、タクシー事業等の

旅客自動車運送事業の許可を取得し、公共交通機関として輸送の安全及び旅客

の利便を確保するための各種の義務が課せられている。 

しかしながら、上記１．で確認したように、ＳＴＳについては、地域によっ

てはタクシー等の公共交通機関のみでは必ずしも十分に提供されていない状況

にあることから、利用者の利便を考え、現に各地で提供されているＮＰＯ等に

よる福祉有償運送について、一定の条件を付した上で例外的に認めることとし

たものである。 

 

こうした考え方に基づき、現行制度では、会員登録された利用者であって、

①介護保険法に定める「要介護者」及び「要支援者」、②身体障害者福祉法に定

める「身体障害者」、③その他肢体不自由、内部障害（人工血液透析を受けてい

る場合を含む。）、精神障害、知的障害等により単独での移動が困難な者であっ

て、単独では公共交通機関を利用することが困難な者、としているところであ

る。 

 

これについて、移動制約等の状況とそれに適したサービスとの関係について

のイメージを整理したものが次の図である（図８）。 
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《図８》移動制約等の状況と適したサービス（イメージ図） 
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出典：金井委員作成資料を基に事務局において作成 

 

 図８が示すように、移動制約の度合いが重い利用者は福祉車両が必要であり、

そうでない場合には、セダン型車両等でも対応することが可能ではあるが、そ

の場合は人的介助等のソフト面の対応が不可欠となっている。 

  

現行制度では、福祉車両を使用する場合のみが制度化され、セダン型車両等

の一般の車両を使用する場合については、構造改革特別区域における措置に限

って認められている。しかしながら、セダン型等の一般車両を使用する場合で

あっても、人的介助等のソフト面の対応が必要なときには、タクシー等の公共

交通機関では十分対応しきれていないケースがある。 

このため、人的介助等と組み合わされて行われているセダン型車両を使用す

る福祉運送についても、ＳＴＳとして取り扱うことが適切である。 

 

（３）ＮＰＯ等による福祉有償運送の必要性について 

 

ＮＰＯ等による福祉有償運送は、タクシー等の公共交通機関によっては、移

動制約者等の十分な輸送サービスが確保できない場合に、それを補完するため

のものとしての役割が期待されている。この、「タクシー等の公共交通機関によ

っては、移動制約者等の十分な輸送サービスが確保できない場合」としては、

①その地域にタクシー事業者が存在しない場合、②タクシー事業者は存在して

も、福祉輸送サービス（福祉車両を使用するもの又はセダン型車両等であって



ＮＰＯ等によるボランティア有償運送検討小委員会 報告書 

14 

ヘルパー資格等を有する運転者が対応するサービス）を実施していない場合、

③地域に福祉輸送サービスを実施しているタクシー事業者がいるが、地域にお

ける移動制約者のニーズに対してサービス提供が著しく不足している場合、が

挙げられるが、これについては、全国一律の基準を設けることは困難であり、

地域の実情を反映する必要がある。このため、現行制度でも、運営協議会にお

いて、地域の関係者が集まってＮＰＯ等による有償運送の必要性について十分

議論を尽くすこととされているところであり、今後も引き続き運営協議会にお

ける関係者間の議論が不可欠である。 

 

なお、「タクシー等の公共交通機関によっては、移動制約者等の十分な輸送サ

ービスが確保できない場合」として、移動制約者の経済的負担能力を含めて考

えるべきとの議論もあるが、タクシー事業者等の旅客自動車運送事業者は公共

交通機関としての責務として、輸送の安全と利用者の利便を確保するため、様々

な義務を課せられおり、一定の費用が必要となっている。 

このため、本来であれば、スウェーデン等の欧米で見られるように、運送事

業者が行うＳＴＳに対して公的主体が赤字の補填を行うようことが望ましいが、

国においても地方においても財政事情が厳しい中で、多くを期待するのは困難

な状況となっている現状では、この点についての考え方の整理については、Ｓ

ＴＳによる移動に係る社会的費用の負担のあり方についての議論の成熟を待つ

必要がある。 

 

（４）サービスの提供者について 

 

 移動制約者に係るＳＴＳによる移動の提供であっても、営利事業として行う

のであれば、当然のことながら、旅客自動車運送事業の許可が必要となり、現

にタクシー事業の許可を取得してこのようなサービスを提供している事業者が

全国に３，５７４者存在している。 

  

このため、ここで対象とするＳＴＳのサービス提供者は、ＮＰＯ、社会福祉

法人といった非営利団体に限ることとし、福祉有償運送を行うことが法人の目

的の範囲外の行為に当たるものでない場合に限ることとする。 

 

（５）安全で安心して利用できるＳＴＳを目指すために必要な措置について 

 

 「中間整理」においても、「タクシー事業者等以外の担い手による輸送サービ

スについては、輸送中の旅客の安全確保、利用者の保護等の観点から、“安全で

安心して利用できるＳＴＳ”を目指すとともに、その方策については、現に行

われているＳＴＳを過度に萎縮させ、利用者利便に影響することがないよう配

慮していく必要がある」とされている。 

  

今般の見直しに当たっては、セダン型車両等の一般の車両についても使用可

能にするという、いわゆるセダン特区の全国展開を視野に入れており、これが
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実現すればＳＴＳに係る輸送サービスの提供者の裾野も飛躍的に広がることが

予想されるため、「安全・安心」のために必要な措置をサービスの提供者に対し

て、より一層確実に求め、利用者保護を図る必要がある。   

  

その際にも、ＮＰＯ等による福祉有償運送の実態を踏まえ、現にＳＴＳを提

供している実績のあるＮＰＯ等が過度に萎縮し、急増するニーズに対応するこ

とがますます困難となってしまわないよう、引き続き配慮が必要である。 

 
 

Ⅴ．主な論点とそれへの主な意見                       

 
１．ＮＰＯ等の福祉有償運送が対象とする移動制約者の範囲について 

 
 本小委員会では、タクシー事業者とＮＰＯ等の共存のあり方が重要な課題の一つ

であった。そこで、両者の共存を図るためには、ＮＰＯ等による福祉有償運送の対

象範囲を明確にすべきとの意見が述べられた。 
  
１つの案として、介助あるいは見守りが必要な利用者という視点から、要介護者

等については改正後の介護保険法に基づく要介護１以上を、また、障害者について

も障害者割引を受けている人で単独ではタクシーに乗れない利用者を対象とすべき

という提案がされた。 
  
これに対し、必ずしも要介護の度合いと移動制約の度合いは対応していない場合

があり、要支援者であっても付き添いが必要な場合も多いといった反論があったが、

結局は、タクシー事業者とＮＰＯ等との共存を図るためには、何らかの整理は必要

であるとされた。 
 
２．セダン特区の全国展開について 

 
セダン型車両等の一般車両の使用については、現在は構造改革特別区域の措置で

ある場合のみ認められている（いわゆる「セダン特区」）が、これを全国展開するこ

とは、本小委員会設置の主要な背景の一つである。 
 これについては、現在既に全国展開されている福祉車両についての制度（２４０

号通達）と併せて検討を行った上で、既存の道路運送法上の事業規制と制度的に整

合した仕組みを検討することとされていた。 
 
本小委員会では、セダン型等の一般の車両であっても人的な介助又は見守りが必

要なものはＳＴＳと見なすべきであり、セダン特区を全国展開するに当たっては、

利用者の保護を確保する観点から、 
 
○ 運転者に介助の技能等に関する一定の資格を求める 
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○ 将来的にこうした輸送サービスを提供するＮＰＯ等の裾野が広がると、制度

を悪用してタクシー等の営業類似行為を行う者も現れ、利用者の利便を阻害す

るおそれがあることから、団体名や自家用有償運送である旨の車体表示、運転

者証の携行、許可証の表示といった白タク防止措置を求めるとともに、事後チ

ェック制度を導入する 
 
ことが必要とされた。 
 

３．運営協議会について 
 

運営協議会は、福祉有償運送サービスの必要性、輸送の安全及び利用者の利便性

の確保等の方策を関係者間で協議するために設置されている。現在、以下の４８の

地域で設置されており、これらの地域において、９０団体が道路運送法第８０条の

許可を取得している（平成１７年７月末現在）。 
 

 平成１５年度（特区制度） 平成１６年度 平成１７年度(７月末現在) 

設 置 地 域 

世田谷区、大和

市、三水村、小

海町、松阪市（旧

飯高町）、枚方

市、岡山県、菊

池市、玉名市、

熊本県他関係 10
市町村 

歌登町、富良野町、福地村、

七戸町、八戸市、阿見町、

高崎市、佐倉市、大網白里

町、岬町、練馬区、板橋区、

神奈川県、輪島市、中川村、

丸岡町、雄踏町、山崎町、

島根町、高知市、室戸町、

小郡市 

朝日村、東海村、宇都宮

市、栃木県西地区８市町

村、柏市、流山市、杉並

区、中野区、大田区、豊

島区、都留市、志賀町、

岡崎市、南伊勢志摩地区

11市町村、大阪府、日田

市 
設 置 数 １０地域 ２２地域 １６地域 

合計 ４８ 地域 
 

車   両   数 
福祉有償運送 許可団体数 

福祉車両 セダン型車両 合   計 

全    国    ９０   ２３１   １４９   ３８０ 

 ｳﾁセダン特区内    ４１    ９５   １４９   ２４４ 
 
運営協議会については、各委員から、運営協議会の必要性、有用性については支

持する意見が多々出されたものの、運営協議会の設置がなかなか進まないことにつ

いて何らかの促進策を講じるべきとの指摘がなされた。 
 
これに関して、国土交通省で平成１７年４月に各都道府県を通じて関係し町村に

対して行ったアンケート調査では、回答のあった４５の都道府県において、運営協

議会を設置する意向がある又は設置を検討している市町村は約４０％であり、５６．

３％は設置する意向がないと回答している（図９）。 
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《図９》運営協議会設置に対する意向調査結果 

運営協議会設置に対する意向検討
中,.1.9%

設置済み ,
5.0%

無, 56.3%

有, 36.8%

注）回答のあった４５都道府県をベース

 
 
 設置予定がない理由としては、「ＮＰＯ等の運送実態がない」（４０．３％）、「Ｎ

ＰＯ等から設置を求められていない」（１８．２％）、「他市町村との調整が必要」（１

７．６％）、「設置方法がわからない」（６．８％）等となっている。しかしながら、

実際にＮＰＯ等が移送サービスを提供している実績がある場合でも、地方公共団体

はその実態を把握し切れていないことも多いため、運営協議会の設置促進のために

は、まずは地方公共団体が運営協議会の制度について理解深めることが重要である。 
  
  また、運営協議会については、現行では道路運送法第８０条の自家用有償運送の

許可を取得するためだけの役割しか果たしていない場合も多々見られ、関係者から

は、運営協議会又は運営協議会の主宰者である地方公共団体の役割と責任を明確に

し、許可後の運送実態等のフォローや適切な助言・指導を行うための機能を持たせ

るべきとの指摘があった。 
  
  さらに、運営協議会の構成委員に関し、許可の申請を行っているＮＰＯ等を含め

るべきとの意見があった。しかしながら、これについては、当該ＮＰＯ等に対する

許可の可否について運営協議会として判断を行う際に、その判断に関して当該ＮＰ

Ｏ等が意見を述べることは適切でないとの意見があった。 
 
４．運転者に求められる要件について 
 
  現行の２４０号通達では、運転者については「普通第二種免許を有することを基

本とする。これにより難い場合には、当該地域における交通の状況等を考慮して、

十分な能力及び経験を有していると認められることを要する」として、一定の講習

等を受講していれば普通第一種免許であってもよいこととしている。 
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  これについては、 
 

○ 有償で他人を運ぶのであれば、輸送の安全確保の観点から、タクシー等の旅客

自動車運送事業の運転者と同様、普通第二種免許を義務づけるべき 
○ タクシー等の運送事業とＮＰＯ等が行っている有償運送は、運行形態も運行頻

度も異なるため、普通第二種免許の義務づけは不適切 
 
といった意見が出された。 

 
  また、セダン型車両等の一般車両を使用する場合には、利用者保護の観点から、

運転者にヘルパー資格等の技能を求めることが適切との意見が出された。 
 
５．運行管理、整備管理の体制について 
 
  現行の２４０号通達では、運行管理の責任者が選任されており、組織体制が整っ

ていることや、点呼・報告等の指揮命令権が明確にされていること等を定めている

が、運行管理の責任者については何ら要件が求められていない。 
  しかしながら、運行管理は安全確保の要諦であり、一定規模以上の車両を使用す

る団体においては、運行管理の責任者にある程度の知識・経験を求める必要がある

との意見が出された。 
 
  また、整備管理についても、最低限、法定点検は受けている必要があるとされた。 
 
６．運送の対価について 
 
  ＮＰＯ等による福祉有償運送は、非営利であるからこそ、自家用自動車を用いて

有償で旅客を運送することが認められている。このため、運送の対価は従前より「営

利に至らない範囲」として当該地域におけるタクシー事業者の上限運賃のおおむね

２分の１を目安に定められてきているところである。 
  これについては、新たな仕組みにおいても、基本的な考え方は踏襲した上で、現

場での混乱を避けるため、「営利に至らない範囲」や「おおむね２分の１」といった

ことについての明確化を図るべきとの意見が多くあった。 
 
７．タクシー営業類似行為防止に向けた措置について 
 

現行制度においても、タクシー等の営業類似行為を防止し、利用者を保護するた

め、車体の側面に有償運送の許可を受けた車両である旨を表示することを求めてい

る。今後、セダン型車両等についても福祉有償運送の対象としていく中でこうした

措置についてさらに拡充を図る必要があるとされ、具体的には、団体名や自家用有

償運送である旨の車体表示、運転者証の携行、許可証の表示といった措置が求めら

れる。 
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８．事後チェックの必要性について 
 

今後、セダン型車両等まで使用車両が拡大し、ＮＰＯ等による福祉有償運送の提

供者の裾野が広がっていくことが予想される中で、利用者保護のため、また、ＮＰ

Ｏ等による福祉有償運送サービス全体への信頼性を確固たるものとするため、悪質

な団体を排除し、さらに事故等の再発防止を図ることも必要となってくる。 
このため、事後チェックを導入し、悪質な団体に対しては厳正に対処する必要が

あり、そのためには、ＮＰＯ等の運送主体に苦情や事故等に加え、移送の記録や運

転記録、会員名簿、運転者名簿、点呼の記録、車両台帳などを保存しておくことが

必要とされた。 
 
９．患者等輸送限定許可について 
 
  運営協議会が設置されないため、ＮＰＯ等が自家用自動車による有償運送の許可

が取得できない場合、患者等輸送限定タクシーの許可を取得することも選択肢とし

てあり得る。しかしながら、事業の許可を取得することに対する心理的な抵抗のほ

か、運賃が認可制となることがこの限定許可の取得に関して障害となっていること

が指摘された。 
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Ⅵ．新たな仕組みの方向性                       

 
１．スキーム案の概要 
 
 これまでの議論を踏まえて、本小委員会としては、以下のような新たなスキーム

案を提案することとした。 
 

○運輸局・支局による事後チェック

事故の再発防止・利用者保護の確保

○運輸局・支局による事後チェック

事故の再発防止・利用者保護の確保

＜運営協議会＞

地方公共団体（主宰者）、地方運輸局（又は支局）、学識経験者、

利用者、地域住民、移送に関係する地域のボランティア団体、

バス・タクシー等関係交通機関（事業者団体を含む） 等で構成

＜運営協議会＞

地方公共団体（主宰者）、地方運輸局（又は支局）、学識経験者、

利用者、地域住民、移送に関係する地域のボランティア団体、

バス・タクシー等関係交通機関（事業者団体を含む） 等で構成

《 遵守事項等》

○安全の確保・利用者利便の確保
・運転者：基本は二種免許だが、一定の講習を修了している

場合等は、一種免許でも可
・運行管理体制、整備管理体制、事故処理体制の整備
・苦情処理体制の整備
・損害賠償措置 等

○運送の対価の説明
・対価について事前に説明（問題がある場合は変更命令）

○白タク防止措置
・団体名、福祉有償運送である旨等を車体に表示
・運転者証等の車内掲示
・登録証の写しの携行・表示

《 遵守事項等》

○安全の確保・利用者利便の確保
・運転者：基本は二種免許だが、一定の講習を修了している

場合等は、一種免許でも可
・運行管理体制、整備管理体制、事故処理体制の整備
・苦情処理体制の整備
・損害賠償措置 等

○運送の対価の説明
・対価について事前に説明（問題がある場合は変更命令）

○白タク防止措置
・団体名、福祉有償運送である旨等を車体に表示
・運転者証等の車内掲示
・登録証の写しの携行・表示
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２．主要なポイント 
 
（１）法的位置づけの明確化 
 
   現行制度では、ＮＰＯ等の福祉有償運送については、道路運送法第８０条第１

項の例外許可の対象とされており、詳細な遵守事項等を２４０号通達で定めてい

た。しかしながら、今後安全・安心なサービスの提供をこうした運送の普及を促

進するには、例外許可ではなく、法的位置づけを明確にする必要がある。また、

運営協議会の設置がなかなか進まない原因の一つが、現行制度に対する理解不足

によるところが大きいことを考えると、ＮＰＯ等が行う福祉有償運送の仕組みに

ついて、より透明性の高いものとすることが望ましい。 
   このため、道路運送法を改正し、従来の第８０条第１項の許可とは別に新たな

規定を設ける等所要の改正を行うこととする。 
 
（２）運営協議会の役割等 
 
   運営協議会は、福祉有償運送の必要性や安全の確保及び旅客の利便確保方策を

関係者間で協議するためのものであるが、地域によっては道路運送法第８０条の

許可を取得するためだけの場に終わってしまっていることも多々あるとの指摘が

なされている。しかしながら、運営協議会は、新制度の登録（現行制度では許可）

を受けたＮＰＯ等の活動実態について把握し、安全や利便の確保の観点からフォ

ローアップをする役割も期待されているところであり、こうした運営協議会の役

割についても、明確化を図ることとする。 
   なお、運営協議会の構成員については、基本的には地域の実情に応じた柔軟な

ものとすべきであるが、登録を申請しているＮＰＯ等については、当該ＮＰＯ等

が地域の福祉有償運送の主体として相応しいかどうかを審議する際に議論に参加

するのは適切ではないが、提供する移送サービスの内容、体制等について説明す

るために運営協議会に参加することは必要である。 
 
（３）登録制度（更新制）の導入 
 
   新たな仕組みを道路運送法上に位置づけるに当たって、ＮＰＯ等の福祉有償運

送は、タクシー等の一般旅客自動車運送事業よりも自家輸送に近い性質を有して

いることから、タクシー等の事業の許可よりも行政の関与の度合いの少ない登録

制度とすることが法制上適切である。 
   その際、輸送の安全や旅客利便の確保措置が適切に行っているかを継続的に定

期的にチェックし、また、登録後の地域の交通状況の変化等を適時踏まえる必要

があることから、更新制とする。 
 
（４）使用車両の拡大（セダン特区の全国展開） 
 

セダン型車両の使用については、人的な介助又は見守りが必要なものについて
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は、基本的には福祉車両を使用する場合と同様に福祉有償運送として取扱い、全

国展開を図ることとする。 
ただし、その際、利用者の保護を確保する観点から、運転協力者に介助の技能

等に関する一定の資格・経験を求めることとする。 
 
（５）輸送の対象者と利用者ニーズへの対応 
 

ＮＰＯ等の福祉有償運送の対象者については明確な線引きは難しいものの、何

らかの整理が必要とされたことを受けて議論を集約したところ、以下の考え方で

整理することとする。 
 
1) ＮＰＯ等の福祉有償運送の対象者としては、人的な介助又は見守りといっ

たものなしに単独ではタクシー等の公共交通機関を利用できない人とすべき

である。 
2) その際、移動制約があることについて外形的に判別することが容易な利用

者については、予め移動制約者の範囲に含めて整理することが望ましい。 
3) 移動制約があることについて外形的に判別することが容易でない場合であ

っても、1)の考え方に基づき、人的介助等がないと単独ではタクシー等の公

共交通機関を利用できないことが確認された者については、対象に含めるこ

とが適切である。 
 
このため、ＮＰＯ等の福祉有償運送の対象者となる移動制約者としては、あら

かじめ登録した会員及びその介助者・付添人であって、会員が、 
① 介護保険法第１９条に基づく要介護認定を受けている者、若しくは身体障

害者福祉法第４条に基づき身体障害者手帳の交付を受けている者であって、

単独ではタクシー等の公共交通機関を利用することが困難な者、又は 
② 肢体不自由、内部障害（人工透析患者等）、精神障害、知的障害等を有する

者、若しくは介護保険法第１９条に基づく要支援者認定を受けている者であ

って、独立した歩行が困難な者であり、単独ではタクシー等の公共交通機関

を利用することが困難な者であると確認された者、 
とした。 

 
   また、ＮＰＯ等による福祉有償運送は、タクシー等の公共交通機関によっては

移動制約者の十分な輸送サービスが確保できない場合に、地域のニーズに対応す

るために必要であると認められるときに可能となるものであることに鑑みれば、

新制度に基づいて登録を認められたＮＰＯ等は、その地域の移動制約者の多様な

ニーズや会員利用者の身体状況の変化によるニーズの変化に機動的に対応する必

要がある。このため、セダン型車両等の一般車両を使用するＮＰＯ等にあっても、

利用者利便の確保の観点から、福祉車両での対応も可能であることが求められる。 
 
（６）輸送の安全・旅客の利便確保の明確化・拡充 
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（ア）運転者の要件 
他人を有償で運送するには、旅客の安全確保のため、ＮＰＯ等であっても普

通二種免許の取得を基本とすべきである。しかしながら、ＮＰＯ等の福祉有償

運送は、主に運送する地域が限られており、また、病院等の特定の施設への運

送を行うものであるため運送頻度も低く、収益を上げるために効率性が求めら

れるものではない等の実態を踏まえ、適切な講習等を受講していれば普通一種

免許であっても可能とすることとする。 
ただし、輸送の安全を確保するとともに、利用者や地方公共団体からの信頼

を得るため、一定レベル以上の内容の講習であることが必要であり、具体的な

講習内容、講習実施主体等について検討を行う必要がある。 
    また、セダン型車両等を使用して移動制約者を移送する場合の運転者につい

ては、移送に伴い人的介助や見守りが必要となるため、これに加えて、ヘルパ

ー資格、ケア輸送士サービス従事者研修の修了等、一定レベル以上の内容の講

習を受講していることが必要である。このため、具体的な資格・講習内容、講

習実施主体等について早急に検討を行う。 
 
（イ）運行管理・整備管理の体制 

運行管理は安全確保の要諦であることから、一定規模以上の車両を使用する

団体においては、運行管理の責任者にある程度の知識・経験を求める必要があ

る。このため、国家資格である運行管理者の資格までは求めないものの、例え

ば、運行管理者試験の受験資格に必要となる知識・経験（注１）、道路交通法第７

４条の２に基づく安全運転管理者の要件（注２）等、一定レベル以上の内容の講習

の受講や要件を満たしていることが必要であり、具体的な要件・講習内容、講

習実施主体等について検討を行う。 
（注１） 

・ 事業用自動車の運行の管理に関し１年以上の実務経験があること、又は 
・ 国土交通大臣が認定する講習（自動車事故対策機構が実施する運行管理に関する講

習（基礎講習））を修了した者 
（注２） 

・ ２０歳以上であって、自動車の運転の管理に関し２年（公安委員会の教習を修了し

た者は１年）以上の実務経験 

 
また、整備管理についても、責任者を選任するほか、最低限、法定点検（道

路運送車両法で定める日常点検及び定期点検）を受けていることを確保する必

要がある。 
 
（ウ）事故処理・苦情対応の体制 
   事故が起こったときの緊急の連絡体制や責任者が明確に定められていること、

また、利用者からの苦情を適切に記録し、対応する体制になっていることが必

要である。 
 
（エ）損害賠償 
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   利用者保護のため、現行制度と同様に、運送に使用する車両全てについて、

対人８，０００万円以上及び対物２００万円以上の任意保険若しくは共済（搭

乗者傷害を対象に含む者に限る。）に加入していることを求める。 
 

（７）運送の対価の事前説明等 
   運送の対価については、地域の実情や実費等を勘案し、営利を目的とするも

のではなく、また、運営協議会において協議が調っていることが前提となる。 
その際、対価自体については、国の許認可や国への届出を必要とはしないが、

利用者利便を確保するため、入会時等に会員利用者に対して対価を明示した書

面を交付する等により、内容について十分な説明を行うことが必要である。ま

た、運送の対価について明瞭性を確保し、利用者保護を図るため、その目安に

ついて、今後引き続き関係者間で検討して提示していくこととする。さらに、

仮に悪質な団体が法外に高額な対価を得るようなことがあった場合等には、国

土交通大臣が変更命令を発動して利用者保護を図る。 
 

（８）タクシー営業類似行為の防止措置 
   今後、セダン型車両についても福祉有償運送の対象としていく中で、タクシ

ー等の営業類似行為を防止し、利用者を保護するため、こうした措置について

はさらに拡充を図る必要がある。 
   このため、団体名や新たな制度に基づく登録を受けた運行である旨を車体に

表示するほか、運転者証等の車内掲示、登録証の写しの携行・表示等を求める。

なお、この場合の掲示、表示の方法については、明確に定める必要がある。 
 
（９）地方公共団体の役割 
   福祉有償運送は、地域住民の生活に密着したサービスであるため、地域の福祉

の観点から地方公共団体が運営協議会を主宰することとしているものである。 
このため、地方公共団体は、単に登録又は更新登録の際に運営協議会を開催す

るということだけでなく、登録を受けたＮＰＯ等の活動内容についてフォローア

ップを行い、地域の福祉の観点から適切な指導・助言を行うという役割を担うこ

とが必要である。 
 
（１０）事後チェック制度の導入による事故の再発防止と利用者保護 

悪質な団体を排除し、利用者保護を図るため、事後チェック制度を導入する。

具体的には、登録の更新時に定期的にチェックを行うほか、必要に応じて監査を

実施し、違反があった場合は行政処分・是正命令を行う。 
また、事後チェックを可能とするため、ＮＰＯ等の運送主体に苦情や事故等に

加え、移送の記録や運転記録、会員名簿、運転者名簿、点呼の記録、車両台帳な

どを保存しておくことを求めることとする。 
さらに、監査等や行政処分、是正命令の結果を地方運輸局・支局から運営協議

会にフィードバックすることで、運営協議会において登録の更新時の審議に役立

てるなど、フォローアップが可能となるようにする。 
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３．経過措置 
 
  改正法案が成立した場合、それまでに、現行の道路運送法第８０条第１項に基づ

き自家用自動車による有償運送の許可を受けていた団体については、新しい道路運

送法に基づく登録を受けたものとみなすなど、円滑に新たなスキームに移行できる

よう、所要の経過措置を講じることとする。 
 
４．指定訪問介護事業所のヘルパーの持ち込み車両の取扱いについて 
 
  指定訪問介護事業所のヘルパーの持ち込み車両については、新たなスキームの対

象とはせず、従来通り道路運送法第８０条第１項に基づく許可の対象とし、道路運

送法に基づく事業許可（一般・特定）を受けた指定訪問介護事業所が一括して同許

可の申請を行うこととする。 
ただし、その場合において、安全確保の観点から、事業許可を受けた指定訪問介

護事業所では、ヘルパーの使用する自家用車両も含めた台数に応じた運行管理者を

選任し、営業所（又は事業所）ごとに適切な運行管理を実施しなければならないこ

ととする。また、運転者については、運転技能に関する一定レベル以上の講習等の

受講を求めることとする。 
なお、タクシー営業類似行為を防止し利用者保護を図るとの観点から、ヘルパー

の持ち込み車両についても、団体名や法８０条許可を受けた運行である旨を車体に

表示するほか、運転者証等の車内掲示、登録証の写しの携行・表示等を求め、この

場合の掲示、表示の方法についても明確に定めることとする。 
 
５．その他の措置 
 
（１）情報収集・情報提供 
   国（運輸局・支局含む）・地方公共団体において、ＳＴＳに係る輸送を提供して

いる旅客自動車運送事業者、ＮＰＯ等の団体のサービス内容や連絡先について情

報収集し、広く国民に情報提供し、利用者の利便向上に資する。 
   また、運営協議会の設置状況を定期的に公表することにより、各地方公共団体

の運営協議会への関心や設置意欲を高めることに努める。 
 
（２）財政支援等 
   国及び地方公共団体は、福祉タクシー等福祉輸送の普及・促進のため、必要な

財政支援措置等を講じるよう努める。 
 
（３）タクシー事業（一般・患者等輸送限定）における規制緩和・弾力化等 
   タクシー事業者が行う移動制約者の輸送について、輸送実態等に即して必要な

規制の緩和・弾力化等を行う。 
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Ⅶ．今後のスケジュール                         

 
  Ⅵで提案した新たなスキームの実現には、道路運送法の改正が必要となるため、

国において、平成１８年１月に招集される通常国会に、道路運送法の改正法案を提

出すべく作業を進めることとする。 
  改正法案が成立した際の施行時期については、法案の成立後に政令で定める予定

だが、可能であれば平成１８年１０月施行を目途とし、それまでの間に国において

省令、通達等の各種規定を整備する。 
  なお、新たなスキームへの移行が円滑に行われるよう、現行制度で道路運送法第

８０条の許可を取得しているＮＰＯ等については、新たな制度における登録を受け

たものとみなす等、所要の経過措置を講じるとともに、省令、通達等の制定に当た

っては、関係者と緊密に調整をとって進める必要がある。 
  また、同時に、改正法の施行までの間に、新たな制度についての関係者の理解を

得るよう、国において周知徹底に努めることとする。 
 
 

Ⅷ．おわりに                            

 
 ＮＰＯ等による福祉有償運送については、平成１５年４月に構造改革特別区域制

度でその道が拓かれてから、２年半余りが経過した。その間、福祉車両を使用した

福祉有償運送については平成１６年３月に全国展開がなされ、今回の見直しによっ

て、これまで構造改革特別区域における措置のみ認められていたセダン型車両等の

一般車両にまで使用可能車両が拡大されることとなる。 
 
今回の見直しを受けた制度改正により、安全・安心な福祉輸送のサービスが着実

に普及することが期待されるところであるが、一方で、小委員会の結論をもって見

直しの議論を終了するのではなく、実際の制度の運用に当たっても、真に利用者の

ニーズに適確に対応したサービスが提供されるよう、関係者と密接な意見交換を継

続していく必要がある。 
 
さらに、福祉タクシーや福祉有償運送といった福祉輸送サービスの社会的費用負

担の在り方は、ＳＴＳに係る制度設計に密接に関与するものであり、これに関して

は将来的課題として関係者間で議論を重ねていくことが必要である。こうした議論

の進展も踏まえつつ、今後も国において引き続き実態を十分把握・分析した上で、

適宜フォローアップを行われることが望ましい。 


